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成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
後
見
人
の
資
質
向
上
及
び
監
督
体
制
の
強
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

成
年
後
見
制
度
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
の
権
利
保
護
に
不
可
欠
な
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
、
後
見
人
に
よ
る
横
領
、

財
産
管
理
の
不
適
切
処
理
、
身
上
配
慮
義
務
違
反
（
ネ
グ
レ
ク
ト
）
と
評
価
さ
れ
る
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
第
二
期
後
見

制
度
利
用
促
進
計
画
で
も
、
後
見
人
の
資
質
向
上
と
監
督
機
能
の
強
化
は
重
要
課
題
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

後
見
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

身
上
配
慮
義
務
違
反
（
ネ
グ
レ
ク
ト
）
の
是
正
と
指
導
の
徹
底
に
つ
い
て 

 

１ 

民
法
八
百
五
十
八
条
は
、
後
見
人
に
対
し
て
「
本
人
の
生
活
・
療
養
看
護
に
配
慮
す
べ
き
義
務
」
を
明
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
実
務
に
お
い
て
、
本
人
の
意
思
に
反
し
て
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
制
限
し
た
り
、
家
族
と
の
交
流
を
不
当
に

遮
断
し
た
り
す
る
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
身
上
保
護
の
怠
慢
を
「
ネ
グ
レ
ク
ト
後
見
」
と
す
る
学
説
も
存
在

す
る
。
政
府
は
、
後
見
実
務
に
お
け
る
「
ネ
グ
レ
ク
ト
」
の
定
義
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
有
し
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

 

２ 

第
二
期
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
は
、
財
産
管
理
よ
り
も
本
人
の
意
思
尊
重
・
生
活
の
質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
を
重

視
す
る
理
念
を
掲
げ
て
い
る
。
政
府
は
、
こ
の
理
念
を
後
見
実
務
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
指
導
方
針
を
有
し
て
い



 

２ 

 

る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

３ 
身
上
配
慮
義
務
に
反
す
る
重
大
な
行
為
を
行
っ
た
後
見
人
に
対
し
、
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
よ
う
に
、
資
格
剥

奪
、
刑
事
罰
、
民
事
賠
償
な
ど
包
括
的
制
裁
を
課
す
制
度
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

４ 

前
記
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
現
行
制
度
に
よ
り
後
見
人
の
資
質
と
業
務
の
質
が
十
分
に
担
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
。

政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

監
督
体
制
の
強
化
と
後
見
人
の
質
の
担
保
に
つ
い
て 

 

１ 

専
門
職
後
見
人
に
対
し
、
同
じ
士
業
（
弁
護
士
・
司
法
書
士
等
）
が
監
督
人
と
し
て
選
任
さ
れ
、
そ
の
監
督
費
用
も
被

後
見
人
の
財
産
か
ら
支
出
さ
れ
る
事
例
が
あ
る
。
利
益
相
反
・
中
立
性
の
欠
如
が
懸
念
さ
れ
る
。
第
三
者
性
・
中
立
性
を

担
保
す
る
た
め
、
公
的
ま
た
は
準
公
的
な
監
督
機
関
を
設
置
す
る
制
度
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如

何
。 

 

２ 

制
度
利
用
者
に
よ
る
公
平
な
専
門
職
の
選
択
及
び
、
専
門
職
後
見
人
の
選
択
に
際
す
る
重
要
な
参
考
情
報
と
し
て
、
専

門
職
後
見
人
（
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
等
）
の
家
庭
裁
判
所
へ
の
登
録
人
数
、
受
任
件
数
、
お
よ
び
登
録
し

て
い
る
が
未
受
任
の
人
数
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
把
握
し
て
い



 

３ 

 

る
か
。
把
握
し
て
い
る
場
合
、
士
業
別
の
各
数
値
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

３ 
前
項
の
デ
ー
タ
を
公
開
す
る
こ
と
は
、
専
門
職
後
見
人
の
適
切
な
選
択
、
偏
在
防
止
、
透
明
性
向
上
に
資
す
る
と
考
え

る
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
公
開
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

４ 

後
見
人
の
質
の
担
保
に
つ
い
て
、
米
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
準
公
的
な
後
見
人
認
定
セ
ン
タ
ー
（T

h
e
 C

e
n

te
r 

fo
r G

u
a
rd

ia
n

sh
ip

 C
e
rtifica

tio
n

）
に
よ
る
試
験
・
認
定
制
度
の
導
入
が
有
効
と
さ
れ
る
。
政
府
と
し
て
、
後
見
人
の
標

準
的
能
力
を
認
定
す
る
制
度
の
検
討
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


